
令和３年第４回瑞穂市教育委員会定例会 次第 

令和３年４月２７日 １４:００～ 

 

開会 

日程第１ 令和３年第３回瑞穂市教育委員会定例会会議録の承認について 

日程第２ 会議録署名委員の指名について 

日程第３ 報告第５号 令和３年度瑞穂市一般会計補正予算（第１号）につい

て 

日程第４ 報告第６号 令和３年度瑞穂市就園就学緊急援助費交付要綱を制定

する告示について  

日程第５ 報告第７号 令和３年度瑞穂市教育・保育給付認定子どもに係る緊

急副食援助費交付要綱を制定する告示について 

日程第６ 報告第８号 瑞穂市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関

する規則の一部を改正する規則について 

日程第７ 承認第３号 瑞穂市社会教育推進員の委嘱についての専決処分につ

いて 

日程第８ 議案第18号 瑞穂市教育委員会規則で定める申請書等の押印の特例

に関する規則の制定について 

日程第９ 議案第19号 瑞穂市教育委員会告示で定める申請書等の押印の特例

に関する要綱を制定する告示について  

日程第10 議案第20号 瑞穂市教育支援センター運営委員の委嘱について 

日程第11 議案第21号 令和３年度岐阜県教科用図書岐阜地区採択協議会の設

置について 

日程第12 議案第22号 瑞穂市子どもの読書活動推進会議委員の委嘱について 

日程第13 議案第23号 瑞穂市民センター屋根他改修工事の計画について  

日程第14 議案第24号 瑞穂市巣南公民館外壁改修工事の計画について 

日程第15 教育長の報告 

日程第16 そ の 他 事務局長 



教育総務課長 

学校教育課長 

幼児教育課長 

生涯学習課長 

次回以降教育委員会会議の開催について 

令和３年５月  日（ ）午  時  分から 

閉会 

 



報告５号 

   令和３年度瑞穂市一般会計補正予算（第１号）について 

 令和３年度瑞穂市一般会計補正予算（第１号）について、別紙のとおり瑞穂

市教育委員会に報告する。 

  令和３年４月２７日提出 

               瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

    



教育委員会分抜粋



-1-

-1-



-2-

-2-



-3-

-3-



-4-

-4-



-5-

-5-



報告第６号  

令和３年度瑞穂市就園就学緊急援助費交付要綱を制定する告示につい

て  

 令和３年度瑞穂市就園就学緊急援助費交付要綱を制定する告示を別紙のとお

り瑞穂市教育委員会定例会に報告する。  

 令和３年４月２７日提出  

               瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

   提案理由  

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経済的に幼稚園に就園し、若しく

は小学校又は中学校に就学することが困難な児童生徒の保護者に対し、その経

済的負担を軽減するため、要綱を制定するもの。 





 

令和３年度瑞穂市就園就学緊急援助費交付要綱  

 （趣旨）  

第１条 この告示は、新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイ

ルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機  

関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）  

である感染症をいう。以下同じ。）の影響を受け、経済的に幼稚園に就園し、  

若しくは小学校又は中学校に就学することが困難な児童生徒の保護者に対し、  

その経済的負担を軽減するため、就園就学緊急援助費（以下「緊急援助費」

という。）を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。  

 （定義）  

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。  

（１）児童生徒 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する幼

稚園に就園し、若しくは同条に規定する小学校又は中学校に就学する者を

いう。  

（２）保護者 児童生徒の給食費を負担する者をいう。  

 （交付対象者）  

第３条 この告示による緊急援助費の交付の対象となる者（以下「交付対象者」  

という。）は、市内に住所を有し、令和３年度瑞穂市就学援助費又は令和３

年度瑞穂市特別支援教育就学奨励費の認定基準を満たさない保護者で、新型

コロナウイルス感染症の影響による休業、失業等で次の各号のいずれかの貸

付け又は給付金の支給決定を令和３年４月１日以後に受けている者とする。  

（１）各都道府県社会福祉協議会による緊急小口資金の貸付け  

（２）各都道府県社会福祉協議会による総合支援資金のうち生活支援費の貸付

け  

（３）瑞穂市住居確保給付金事業実施要綱（令和２年瑞穂市告示第１３２号）

による住居確保給付金の支給  

 （緊急援助費の内容）  

第４条 緊急援助費の支給額単価及び支給対象期間は、別表のとおりとする。  

 （交付の方法）  



 

第５条 緊急援助費の交付は、交付対象者に対して緊急援助費を支給すること

によって行うものとする。  

 （緊急援助費の支給の申請）  

第６条 緊急援助費の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

就園就学緊急援助費交付申請書（様式第１号）に次の各号のいずれかの書類  

を添付し、令和４年３月末日までに、市長に提出するものとする。  

（１）生活福祉資金貸付決定通知書  

（２）住居確保給付金支給決定通知書  

 （決定の通知）  

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を

審査し、交付の可否を決定し、就園就学緊急援助費交付決定（却下）通知書

（様式第２号）により申請者にその旨を通知するものとする。  

 （緊急援助費の請求）  

第８条 申請者は、緊急援助費の支給の決定の通知を受けたときは、就園就学

緊急援助費請求書（様式第３号）を市長に提出するものとする。ただし、瑞

穂市立学校設置条例（平成１５年瑞穂市条例第５４号）第２条から第４条ま

でに規定する小学校、中学校又は幼稚園以外に通学し、又は通園する児童生

徒の交付対象者は、支払った給食費の額を証する書類を当該請求書に添付す

るものとする。  

 （緊急援助費の決定取消し及び返還）  

第９条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、緊急援助費

の支給の決定を取消し、又はその交付した額の全部又は一部を返還させるこ

とができる。  

（１）保護者が市外へ転出したとき。  

（２）偽りその他不正の手段により緊急援助費の交付を受けたとき。  

（３）前２号に掲げるもののほか、決定の取消しを必要と認めたとき。  

 （その他）  

第１０条 この告示に定めるもののほか、緊急援助費の交付に関し必要な事項

は、市長が別に定める。  

   附 則  



 

 この告示は、公表の日から施行し、令和３年４月１日から適用する。  



 

別表（第４条関係）  

対象児童生徒の区分  
支給額単価  

（児童生徒１人当たり）  
支給対象期間  

幼稚園  ３，０００円／月  
保護者が市内に住所を有し、令

和３年４月から令和４年３月ま

でに支払うべき給食費を負担し

た期間  
小学校  ５，０００円／月  

中学校  ６，０００円／月  

 
 



様式第１号（第６条関係） 

 
就園就学緊急援助費交付申請書 

 
年  月  日  

瑞穂市長 宛 
申請者（保護者） 

住 所  
  
氏 名  
電 話  
対象児童生徒との続柄 

 
令和３年度瑞穂市就園就学緊急援助費交付要綱（以下「要綱」という。）第６条の規定により

申請します。なお、緊急援助費の交付に係る審査のため、市が住民基本台帳法に基づく住民基本

台帳情報及び要綱第３条に規定する交付対象者としての要件（貸付け又は給付金の支給）につい

て調査・確認することに同意します。 
 

 
 
 １ 対象児童生徒 
 

氏 名                          
 

幼稚園・学校名                      
 

年次・学年                        
 
 ２ 申請期間         年    月  から      年    月 

 
 ３ 申請理由                                  
 
 
 
 
 
 
 
添付書類（以下のいずれかの書類） 

（１）生活福祉資金貸付決定通知書 

（２）住居確保給付金支給決定通知書 



様式第２号（第７条関係） 

第     号  

年  月  日  

 

 

         様 

 

瑞穂市長    印  

 

 

就園就学緊急援助費交付決定（却下）通知書 
 

  

 

年  月  日付けで申請のあった緊急援助費については、次のとおり決定した

ので、令和３年度瑞穂市就園就学緊急援助費交付要綱第７条の規定により通知します。 

 

 

 

 

 

 １ 支給決定対象児童生徒 

 

       氏 名                         
 
       幼稚園・学校名                    

 

       年次・学年                      

 

   決定期間      年    月  から      年    月 

 

 

 ２ 却下の理由 



様式第３号（第８条関係） 

 

就園就学緊急援助費請求書 
 

年  月  日  
瑞穂市長 宛 

請求者（保護者） 
住 所  
  
氏 名  
電 話  
対象児童生徒との続柄 

 
令和３年度瑞穂市就園就学緊急援助費交付要綱第８条の規定に基づき、次の金額を交付く

ださるよう請求します。 
 
１ 請求金額 

対象児童生徒 給食費を支払った 
対象月 氏名 幼稚園又は学校名 年次又は学年 

   年  月 
   年  月 
   年  月 
   年  月 
   年  月 
   年  月 
   年  月 
   年  月 
   年  月 
   年  月 
   年  月 
   年  月 

 
給食費を支払った月数   ヶ月 × 支給額単価       円 =       円 

 
２ 振込先 

金融機関 
（ゆうちょ銀行以外） 

銀行  信用金庫          本店 
農協  信用組合          支店 出張所 

普通 当座 
納税 貯蓄 

口座番号 
       

ゆうちょ銀行 
記 号 番 号 

             

フリガナ  

口座名義人  

添付書類 

支払った給食費の額を証する書類（瑞穂市立の幼稚園小中学校の児童生徒の場合は不要） 



報告第７号  

   令和３年度瑞穂市教育・保育給付認定子どもに係る緊急副食援助費交付

要綱を制定する告示について 

 令和３年度瑞穂市教育・保育給付認定子どもに係る緊急副食援助費交付要綱

を制定する告示を別紙のとおり瑞穂市教育委員会定例会に報告する。 

  令和３年４月２７日提出  

              瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

   提案理由 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経済的に困難な状況にある保育所

等を利用する子どもの保護者に対し、その経済的負担を軽減するため、要綱を

制定するもの。





 

令和３年度瑞穂市教育・保育給付認定子どもに係る緊急副食援助費交付

要綱  

 （趣旨）  

第１条 この告示は、新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイ

ルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機  

関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。） 

である感染症をいう。以下同じ。）の影響を受け、経済的に厳しい状況にあ

る保育所、認定こども園、特定地域型保育事業所、認可外保育施設又は企業

主導型保育施設（以下「保育所等」という。）を利用する子どもの保護者に

対し、その経済的負担を軽減するため、教育・保育給付認定子どもに係る緊

急副食援助費（以下「副食援助費」という。）を交付することに関し必要な

事項を定めるものとする。  

 （定義）  

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。  

（１）保育所 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」

という。）第７条第４項に規定する保育所をいう。  

（２）認定こども園 法第７条第４項に規定する認定こども園をいう。  

（３）特定地域型保育事業所 法第２９条第１項に規定する特定地域型保育の

事業を行う事業所をいう。  

（４）認可外保育施設 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第５９条の

２第１項の規定に基づく施設の設置等に係る都道府県知事への届出を行っ

た施設をいう。  

（５）企業主導型保育施設 児童福祉法第５９条の２第１項の規定に基づく施

設のうち法第５９条の２第１項の規定による助成を受けているものをいう。 

（６）教育・保育給付認定保護者 法第２０条第１項に規定する認定を受けて

いる保護者をいう。  

 （交付対象者）  

第３条 この告示による副食援助費の交付の対象となる者（以下「交付対象者」  

という。）は、市内に住所を有し、保育所等を利用する子どもの教育・保育



 

給付認定保護者で、新型コロナウイルス感染症の影響による休業、失業等で

次の各号のいずれかの貸付け又は給付金の支給決定を令和３年４月１日以後

に受けている者とする。  

（１）各都道府県社会福祉協議会による緊急小口資金の貸付け  

（２）各都道府県社会福祉協議会による総合支援資金のうち生活支援費の貸付 

け  

（３）瑞穂市住居確保給付金事業実施要綱（令和２年瑞穂市告示第１３２号）

による住居確保給付金の支給  

 （交付の範囲）  

第４条 交付の対象となる副食費は、交付対象者に係る児童が令和３年４月か

ら令和４年３月までに利用する施設から食事の提供を受けた場合に交付対象

者が保育所等に支払うべき副食費とする。ただし、保育所、認定こども園及

び特定地域型保育事業所を利用する３歳未満の子どもの副食費は、交付対象

者が当該保育所等に支払うべき利用者負担額とし、認可外保育施設及び企業

主導型保育施設を利用する３歳未満の子どもの副食費は、交付対象者が当該

保育所等に支払うべき月額利用料とする。  

２ 前項の規定にかかわらず、交付対象者が市内に住所を有していない期間に

利用した保育所等に支払うべき副食費は、交付の対象としない。  

３ 第１項の規定にかかわらず、交付対象者が保育所等に支払うべき副食費に

ついて、他に助成を受けている副食費は、交付の対象としない。  

 （交付の方法）  

第５条 副食援助費の交付は、交付対象者に対して副食援助費を支給すること

によって行うものとする。  

 （副食援助費の額）  

第６条 副食援助費の額は、１月につき、児童１人当たり３，０００円（交付

対象者が現に支払った副食費の額が３，０００円を下回る場合には、現に支

払った副食費の額）とする。  

 （副食援助費の支給の申請）  

第７条 副食援助費の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、 

緊急副食援助費交付申請書（様式第１号）に次の各号のいずれかの書類を添



 

付し、令和４年３月末日までに、市長に提出するものとする。  

（１）生活福祉資金貸付決定通知書  

（２）住居確保給付金支給決定通知書  

 （決定の通知）  

第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を

審査し、交付の可否を決定し、緊急副食援助費交付決定（却下）通知書（様

式第２号）により申請者にその旨を通知するものとする。  

 （副食援助費の請求）  

第９条 申請者は、副食援助費の支給の決定の通知を受けたときは、緊急副食

援助費請求書（様式第３号）を市長に提出するものとする。ただし、瑞穂市

保育所条例（平成１５年瑞穂市条例第７４号）第２条に規定する施設以外を

利用する子どもの交付対象者は、支払った副食費の額を証する書類を当該請

求書に添付するものとする。  

 （副食援助費の返還）  

第１０条 市長は、偽りその他不正の手段により副食援助費の交付を受けた者

があるときは、その者に対し、その交付した額の全部又は一部を返還させる

ものとする。  

 （その他）  

第１１条 この告示に定めるもののほか、副食援助費の交付に関し必要な事項

は、市長が別に定める。  

   附 則  

 この告示は、公表の日から施行し、令和３年４月１日から適用する。  



様式第１号（第７条関係） 

 
緊急副食援助費交付申請書 

 
年  月  日  

瑞穂市長 宛 
申請者（保護者） 

住 所  
氏 名  
電 話  
対象児童との続柄 

 
令和３年度瑞穂市教育・保育給付認定子どもに係る緊急副食援助費交付要綱（以下「要綱」と

いう。）第７条の規定により申請します。なお、副食援助費の交付に係る審査のため、市が住民

基本台帳法に基づく住民基本台帳情報及び要綱第３条に規定する交付対象者としての要件（貸付

け又は給付金の支給）について調査・確認することに同意します。 
 

 
 
 １ 対象児童氏名                     
 
 ２ 利用施設名                      
 
 ３ 申請期間         年    月  から      年    月 

 
 ４ 申請理由                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
添付書類（以下のいずれかの書類） 

（１）生活福祉資金貸付決定通知書 

（２）住居確保給付金支給決定通知書 
 



様式第２号（第８条関係） 

第     号  

年  月  日  

 

 

         様 

 

瑞穂市長          印     

 

 

緊急副食援助費交付決定（却下）通知書 
 

  

 

年  月  日付けで申請のあった副食助成費については、次のとおり決定した

ので、令和３年度瑞穂市教育・保育給付認定子どもに係る緊急副食援助費交付要綱第８条の

規定により通知します。 

 

 

 

 

 

 １ 支給決定対象児童 

 

       氏名                      
 
       施設名                    

 

   決定期間      年    月  から      年    月 

 

 

 ２ 却下の理由 



様式第３号（第９条関係） 

 
緊急副食援助費請求書 

 
年  月  日  

瑞穂市長 宛 
申請者（保護者） 

住 所  
氏 名  
電 話  
対象児童との続柄 

 
令和３年度瑞穂市教育・保育給付認定子どもに係る緊急副食援助費交付要綱第９条の規定

に基づき、次の金額を交付くださるよう請求します。 
１ 請求金額 

対象児童氏名 施設名 利用月 支払った副食費(a) a と 3,000 円を比較し、少ない額(b) 

  年  月 円 円 
  年  月 円 円 
  年  月 円 円 
  年  月 円 円 
  年  月 円 円 
  年  月 円 円 
  年  月 円 円 
  年  月 円 円 
  年  月 円 円 
  年  月 円 円 
  年  月 円 円 
  年  月 円 円 
   請求額（b の合計） 円 

２ 振込先 

金融機関 
（ゆうちょ銀行以外） 

銀行  信用金庫          本店 

農協  信用組合          支店 出張所 

普通 当座 

納税 貯蓄 
口座番号 

       

ゆうちょ銀行 
記 号 番 号 

             

フリガナ  

口座名義人  

添付書類  

支払った副食費等の額を証する書類（瑞穂市立保育所を利用している場合は不要） 



報告第８号  

瑞穂市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則の一部

を改正する規則について  

 瑞穂市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則の一部を改正

する規則について、別紙のとおり瑞穂市教育委員会に報告する。  

 令和３年４月２７日提出  

               瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

   提案理由  

 令和３年度瑞穂市教育・保育給付認定子どもに係る緊急副食援助費交付要綱

及び令和３年度瑞穂市就園就学緊急援助費交付要綱の制定のため。 





   瑞穂市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則の一部を

改正する規則 

 瑞穂市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則（平成１５年

瑞穂市規則第４８号）の一部を次のように改正する。 

 第３条の表教育長の項中「（令和２年瑞穂市告示第１７０号）」の次に「、

令和３年度瑞穂市教育・保育給付認定子どもに係る緊急副食援助費交付要綱（ 

令和３年瑞穂市告示第１０１号）、令和３年度瑞穂市就園就学緊急援助費交付

要綱（令和３年瑞穂市告示第１０２号）」を加える。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の瑞穂市教育委員会に対する事務

委任及び補助執行に関する規則の規定は、令和３年４月１日から適用する。 
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承認第３号  

瑞穂市社会教育推進員の委嘱についての専決処分について  

瑞穂市教育委員会事務委任規則（平成１５年瑞穂市教育委員会規則第６号）

第３条第１項の規定により、瑞穂市社会教育推進員に別紙名簿の者を委嘱した

ので、同条第２項の規定により報告し、瑞穂市教育委員会の承認を求める。  

  令和３年４月２７日提出  

               瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

   提案理由  

 瑞穂市社会教育推進員設置要綱（平成１５年瑞穂市教育委員会告示第３号）

第４条の規定により、瑞穂市社会教育推進員が欠けたため新たに委嘱するもの。 



瑞穂市社会教育推進員

校区 自治会名 氏名 住所 任期

1 花塚西町 粟野　裕 2021.4.1～2023.3.31

2 花塚中町 棚瀬　治夫 2021.4.1～2023.3.31

3 花塚東町 安田　昌春 2021.4.1～2023.3.31

4 井場 宇土　弥生 2021.4.1～2023.3.31

5 桜町１丁目 藤井　俊夫 2021.4.1～2023.3.31

6 駅前 渡邉　佐和子 2021.4.1～2023.3.31

7 別府西町 棚瀬　竜也 2021.4.1～2023.3.31

8 本町 松野　勝彦 2021.4.1～2023.3.31

9 別府北町 森永　和之 2021.4.1～2023.3.31

10 別府中町 棚瀬　光紀 2021.4.1～2023.3.31

11 別府南町 廣瀬　毅 2021.4.1～2023.3.31

12 多利町 水野　立義 2021.4.1～2023.3.31

13 中原 平田　耕二 2021.4.1～2023.3.31

14 西畑 荒川　貞男 2021.4.1～2023.3.31

15 上穂積 井上　新悟 2021.4.1～2023.3.31

16 村中 原賀　義和 2021.4.1～2023.3.31

17 前所 林　美知 2021.4.1～2023.3.31

18 庄屋敷 宇野　博文 2021.4.1～2023.3.31

19 新町 川島　博 2021.4.1～2023.3.31

20 中切 小川　亜由美 2021.4.1～2023.3.31

21 中切 松野　康宏 2021.4.1～2023.3.31

22 下穂積 馬場　宗康 2021.4.1～2023.3.31

23 橋本 玉腰　博幸 2021.4.1～2023.3.31

24 セザール穂積 安達　寿男 2021.4.1～2023.3.31

25 柳一色 谷口　新治 2021.4.1～2023.3.31

27 県警アパート 山本　悠樹 2021.4.1～2023.3.31

28 ﾋﾞﾚｯｼﾞﾊｳｽ穂積 鈴木　健介 2021.4.1～2023.3.31

29 旭化成社宅 林　雅弘 2021.4.1～2023.3.31

30 別府公社住宅 永井　健斗 2021.4.1～2023.3.31

31 テラスノバ穂積 後藤　福子 2021.4.1～2023.3.31

32 小橋 松永　裕之 2021.4.1～2023.3.31

33 向島 藤本　英二 2021.4.1～2023.3.31

34 松原 関谷　靖子 2021.4.1～2023.3.31

35 西町 山崎　雅斗 2021.4.1～2023.3.31

36 畑中 長尾　伸昭 2021.4.1～2023.3.31

37 仲町 馬渕　明 2021.4.1～2023.3.31

38 東町 堤　由合 2021.4.1～2023.3.31

39 大門 岡田　真吾 2021.4.1～2023.3.31

40 仲西 山下　耕司 2021.4.1～2023.3.31

41 仲東 寺田　千恵 2021.4.1～2023.3.31

42 仁井 曾我　正男 2021.4.1～2023.3.31

43 本田団地１ 野々村　敦 2021.4.1～2023.3.31

44 本田団地２ 才村　幸市 2021.4.1～2023.3.31

45 本田団地３ 田口　裕久 2021.4.1～2023.3.31

46 本田団地４ 田中　亮 2021.4.1～2023.3.31

47 本田団地５ 菅野　祐司 2021.4.1～2023.3.31

48 本田緑町 竹中　誠 2021.4.1～2023.3.31

49 本田緑町 立松　宏真 2021.4.1～2023.3.31

50 西只越 佐藤　雅一 2021.4.1～2023.3.31

51 テラスノバ只越 荒川　恵子 2021.4.1～2023.3.31

52 桜町２丁目 小川　恵吾 2021.4.1～2023.3.31

53 東只越 杉山　正憲 2021.4.1～2023.3.31

54 十九条西 若山　正憲 2021.4.1～2023.3.31

55 十九条中 岩渕　輝明 2021.4.1～2023.3.31

56 十九条東 南　真理子 2021.4.1～2023.3.31

57 上牛牧 森　敏幸 2021.4.1～2023.3.31

58 下牛牧 畑　和秀 2021.4.1～2023.3.31

59 牛牧団地１ 堤　和雄 2021.4.1～2023.3.31

60 牛牧団地２ 永山　浩隆 2021.4.1～2023.3.31

61 牛牧団地３ 山本　徹 2021.4.1～2023.3.31

62 下畑 久保田　覚 2021.4.1～2023.3.31

63 宝江 藤田　佳正 2021.4.1～2023.3.31

64 野田新田１ 臼井　国俊 2021.4.1～2023.3.31

65 野田新田２ 市川　晃 2021.4.1～2023.3.31

66 野田新田３ 飯田　定則 2021.4.1～2023.3.31

穂積

本田

牛
牧



校区 自治会名 氏名 住所 任期

67 アポロタウン 吉村　由美 2021.4.1～2023.3.31

68 野白新田北 道塲　一男 2021.4.1～2023.3.31

69 野白新田南 鈴木　常史 2021.4.1～2023.3.31

70 祖父江 平塚　直樹 2021.4.1～2023.3.31

71 伯母塚 大橋　和代 2021.4.1～2023.3.31

72 穂南 牧村　浩幸 2021.4.1～2023.3.31

73 馬場西 神谷　学 2021.4.1～2023.3.31

74 馬場西 志水　幸太 2021.4.1～2023.3.31

75 馬場東 石橋　政明 2021.4.1～2023.3.31

76 馬場東 臼井　満 2021.4.1～2023.3.31

77 上生津西 藤橋　佐智子 2021.4.1～2023.3.31

78 上生津東 髙橋　孝治 2021.4.1～2023.3.31

79 下生津 山中　章史 2021.4.1～2023.3.31

80 下生津 多和田　謙 2021.4.1～2023.3.31

81 西川原 鵜飼　浩史 2021.4.1～2023.3.31

82 西川原 服部　友恵 2021.4.1～2023.3.31

83 座倉 郷　　孝 2021.4.1～2023.3.31

84 座倉 棚橋　友行 2021.4.1～2023.3.31

85 一ツ木 小倉　智也 2021.4.1～2023.3.31

86 一ツ木 伊藤　彰宏 2021.4.1～2023.3.31

87 居倉 小川　裕幸 2021.4.1～2023.3.31

88 居倉 松岡　一良 2021.4.1～2023.3.31

89 森 小森　芳枝 2021.4.1～2023.3.31

90 森 斎藤　和也 2021.4.1～2023.3.31

91 西宿舎 高橋　静江 2021.4.1～2023.3.31

92 西宿舎 天野　知幸 2021.4.1～2023.3.31

93 田之上 小野島　清 2021.4.1～2023.3.31

94 田之上 矢野　徹 2021.4.1～2023.3.31

95 新月 市橋　隆 2021.4.1～2023.3.31

96 新月 馬渕　覚 2021.4.1～2023.3.31

97 上唐栗 松岡　正広 2021.4.1～2023.3.31

98 上唐栗 野々村　育郎 2021.4.1～2023.3.31

99 下唐栗 若園　千弘 2021.4.1～2023.3.31

100 下唐栗 長尾　紀彦 2021.4.1～2023.3.31

101 宮田 山田　芳朗 2021.4.1～2023.3.31

102 宮田 酒井　良幸 2021.4.1～2023.3.31

103 大月 酒井　孝敏 2021.4.1～2023.3.31

104 重里 今木　信幸 2021.4.1～2023.3.31

105 重里 新井　一人 2021.4.1～2023.3.31

106 美江寺 白木　利昌 2021.4.1～2023.3.31

107 美江寺 棚橋　保彦 2021.4.1～2023.3.31

108 十七条 加藤　朋幸 2021.4.1～2023.3.31

109 十七条 加藤　祐樹 2021.4.1～2023.3.31

110 十八条 小寺　弘子 2021.4.1～2023.3.31

111 十八条 林　恵子 2021.4.1～2023.3.31

112 古橋北 松尾　いづみ 2021.4.1～2023.3.31

113 古橋北 奈良井　肇 2021.4.1～2023.3.31

114 古橋南新町 徳田　昭 2021.4.1～2023.3.31

115 古橋南若宮 𠮷川　育夫 2021.4.1～2023.3.31

116 巣南宿舎 河野　幸一 2021.4.1～2023.3.31

117 巣南宿舎 井上　哲也 2021.4.1～2023.3.31

118 横屋 向川原　悟 2021.4.1～2023.3.31

119 横屋 坪内　英明 2021.4.1～2023.3.31

120 中宮 稲原　香介 2021.4.1～2023.3.31

121 呂久 馬渕　等美 2021.4.1～2023.3.31

122 呂久 石谷　一人 2021.4.1～2023.3.31

南

生津

西

中



議案第１８号 

   瑞穂市教育委員会規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則の制

定について 

 瑞穂市教育委員会規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則案を別紙

のとおり提出する。 

  令和３年４月２７日提出 

瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

   提案理由 

 行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向

上を図るため、申請書等の押印の義務付けを廃止するための特例に関する規則

の制定を行うもの。 



瑞穂市教育委員会規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則をここに

公布する。  

令和３年４月●●日  

瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

瑞穂市教育委員会規則第●号  

瑞穂市教育委員会規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則  

 （趣旨）  

第１条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の 

軽減及び利便性の向上を図るため、瑞穂市教育委員会規則で定める申請書、

申込書、届出書その他の書類（以下「申請書等」という。）への押印の特例

に関し必要な事項を定めるものとする。  

 （押印の義務付けの廃止）  

第２条 瑞穂市教育委員会規則で定める申請書等のうち、教育長が別に定める

ものについては、当該規則の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止する

ものとする。  

   附 則  

 この規則は、令和３年５月１日から施行する。  



瑞穂市教育委員会規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則（令和３

年瑞穂市教育委員会規則第●号）第２条の「教育長が別に定めるもの」につい

ては、次の表のとおりとする。  

令和３年５月１日現在  

番号  規則名  様式名  様式番号  備考  

１      

２      

３      

４      

５      

６      

７      

８      

９      

１０      

１１      

１２      

１３      

１４      

１５      

１６      

１７      

１８      

１９      

２０      

 



議案第１９号  

瑞穂市教育委員会告示で定める申請書等の押印の特例に関する要綱を制

定する告示について  

瑞穂市教育委員会告示で定める申請書等の押印の特例に関する要綱を別紙の

とおり定めることについて、瑞穂市教育委員会事務委任規則（平成１５年瑞穂

市教育委員会規則第６号）第１条第１０号の規定により、瑞穂市教育委員会の

議決を求める。  

  令和３年４月２７日提出  

              瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

提案理由  

 行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向

上を図るため、申請書等の押印の義務付けを廃止するための特例に関する要綱

の制定を行うもの。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



瑞穂市教育委員会告示第●号  

瑞穂市教育委員会告示で定める申請書等の押印の特例に関する要綱を次のよ

うに定める。  

令和３年４月●●日  

瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

瑞穂市教育委員会告示第●号  

瑞穂市教育委員会告示で定める申請書等の押印の特例に関する要綱  

 （趣旨）  

第１条 この告示は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の 

軽減及び利便性の向上を図るため、瑞穂市教育委員会告示で定める申請書、

申込書、届出書その他の書類（以下「申請書等」という。）への押印の特例

に関し必要な事項を定めるものとする。  

 （押印の義務付けの廃止）  

第２条 瑞穂市教育委員会告示で定める申請書等のうち、教育長が別に定める

ものについては、当該要綱の告示にかかわらず、押印の義務付けを廃止する

ものとする。  

   附 則  

 この告示は、令和３年５月１日から施行する。  



瑞穂市教育委員会告示で定める申請書等の押印の特例に関する要綱（令和３

年瑞穂市教育委員会告示第●号）第２条の「教育長が別に定めるもの」につい

ては、次の表のとおりとする。   

             令和３年５月１日現在  

番号  告示名  様式名  様式番号  備考  

１      

２      

３      

４      

５      

６      

７      

８      

９      

１０      

１１      

１２      

１３      

１４      

１５      

１６      

１７      

１８      

１９      

２０      

 



議案第２０号 

瑞穂市教育支援センター運営委員の委嘱について 

瑞穂市教育支援センター運営委員に別紙の者を委嘱したいので、瑞穂市教育

委員会事務委任規則（平成１５年瑞穂市教育委員会規則第６号）第１条第１１

号の規定により、瑞穂市教育委員会の議決を求める。 

令和３年４月２７日提出 

瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

提案理由 

 瑞穂市教育支援センター条例（平成２１年瑞穂市条例第１６号）第５条第２

項の規定により、瑞穂市教育支援センター運営委員を委嘱するもの。 



氏　　　名 住　　　所 任期 備考（該当条項）

小中学校長会長

伊藤　雅生

瑞穂市ＰＴＡ連合会長

辻　正益

中部学院大学　講師

後藤　信義

岐阜大学　教授

益子　典文

元　市内小中学校長

井深　吉男

元　市内小中学校長

福地　淳宏

教頭会代表

西村　守史

教務主任会代表

小田　実

研究主任　小学校代表

池村　一成

研究主任　中学校代表

箕浦　和宏
10 R3.4.1～R4.3.31 第６号　教育委員会が適当と認める者

8 R3.4.1～R4.3.31 第６号　教育委員会が適当と認める者

9 R3.4.1～R4.3.31 第６号　教育委員会が適当と認める者

7 R3.4.1～R4.3.31 第６号　教育委員会が適当と認める者

3

4 R3.4.1～R4.3.31 第５号　識見を有する者

R3.4.1～R4.3.31 第５号　識見を有する者

5 R3.4.1～R4.3.31 第５号　識見を有する者

6 R3.4.1～R4.3.31 第５号　識見を有する者

2 R3.4.1～R4.3.31 第３号　瑞穂市立小中学校の保護者を代表する者

令和３年度　瑞穂市教育支援センター運営委員名簿

1 R3.4.1～R4.3.31 第１号　瑞穂市立小中学校長を代表する者



議案第２１号 

令和３年度岐阜県教科用図書岐阜地区採択協議会の設置について 

岐阜県教科用図書岐阜地区採択協議会規約第２条第１項第４号の規定に基づ

き、令和３年度岐阜県教科用図書岐阜地区採択協議会の設置について議決を求

める。 

令和３年４月２７日提出 

瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

提案理由 

 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律（昭和３８年法律第１

８２号）及び教科用図書採択地区の設定（昭和４３年岐阜県教育委員会告示第

４号）に基づき、瑞穂市教育委員会の議決を求めるもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

岐阜県教科用図書岐阜地区採択協議会規約 

 

（名称）  

第１条  本協議会は、岐阜県教科用図書岐阜地区採択協議会と称する。  

（協議会を設ける市町の教育委員会）  

第２条  本協議会は次に掲げる市町の教育委員会（以下「関係市町教育委

員会」という。）が、これを設ける。  

(1) 羽島市教育委員会  

(2) 各務原市教育委員会  

(3) 山県市教育委員会  

(4) 瑞穂市教育委員会  

(5) 本巣市教育委員会  

(6) 羽島郡二町教育委員会  

(7) 北方町教育委員会  

（目的）  

第３条  本協議会は、関係市町教育委員会が協議して、種目ごとに同一の

教科用図書を採択するための調査研究、協議を行うことを目的とする。  

（協議結果の尊重）  

第４条  関係市町教育委員会は、本協議会の結果を尊重するものとする。  

（委員）  

第５条  本協議会は、次に掲げる者の中から市町教育委員会の推薦を受け

選出した２５名の委員をもって構成する。ただし次の（１）に掲げる関

係市町教育委員会とは、採択地区内での全市町の教育委員会をさす。ま

た、教育長又は教育委員は必ず含むものとする。  

(1) 関係市町教育委員会の教育長及び教育委員  

(2) 関係市町教育委員会事務局に勤務する職員で、学校教育に専門的

知識を有する職員  

(3) 採択地区内の小・中学校及び義務教育学校の校長及び教員  

(4) 採択地区内の学識経験者及び保護者  

２  教科用図書の採択に直接の利害関係を有するものは、委員となるこ

とができない。  

３  委員は非常勤とし、任期はその年度の教科用図書採択期間とする。  

４  採択替えがない年度については、第１項（１）に掲げる委員をもっ

て本協議会を構成することも可とする。  

 （会長等）  

第６条  本協議会には、会長及び副会長をおく。  



 

２  会長及び副会長は委員のうちから互選する。  

 （会務）  

第７条  会長は、本協議会の会務を総理する。  

２  副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理す

る。  

 （庶務）  

第８条  本協議会の庶務は、本協議会で定める所において処理する。  

（招集）  

第９条  本協議会は、会長がこれを招集する。ただし第１回の本協議会

は、前年度事務局が置かれた教育委員会教育長がこれを招集する。  

 （会議）  

第１０条  本協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くこと

ができない。  

 ２  会議における議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のとき

は、会長の決するところによる。  

３  採択についての協議が調わない場合においては、会長の要請に基づ

き、再度協議会を開くことができる。  

 （教科用図書の選定の方法）  

第１１条  教科用図書の選定は、第１２条第４項の報告をもとに、協議会

の会議において協議し、出席委員の過半数で決する。  

 ２  前項の協議が調わない種目があるときは、委員は、当該種目につい

てそれぞれ選定すべきと考える教科用図書に投票を行い、最多数の賛

成を得た２種類の教科用図書について再度協議し、多数を得た教科用

図書を選定する。  

３  前項の場合において、得票数が同じときは協議の経過を勘案し、会

長がこれを決する。  

（研究員）  

第１２条  第３条の目的を達するため、本協議会には必要に応じて研究員

をおく。  

２  研究員は、学校教育に関して豊かな経験を有する者のうちから会長

が委嘱する。  

３  教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者は、研究員となるこ

とができない。  

４  研究員は、発行者から送付される全種類の教科用図書について、岐

阜県教育委員会が作成した調査研究資料を参酌し、調査研究を行い、

採択に必要な資料を作成するとともに、調査結果を協議会に報告す



 

る。  

 （出席要求）  

第１３条  会長は、調査研究・協議の会議を開催するに当たって、教育事

務所に勤務する職員の出席を求めることができる。  

（経費）  

第１４条  本協議会に要する経費は、採択地区内の市町が分担するものと

する。  

 （その他）  

第１５条  この規約に定めるもののほか必要な事項は、協議会にはかって

定める。  

    

附則  

（施行期日）  

１  この規約は、令和２年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平

成２６年法律第７６号）附則第２条第１項の規定により、なお従前の例

により教育長が在職する間の第５条の規定の適用については、同条中

「教育委員」とあるのは「教育委員長」とする。   

 



議案第２２号  

瑞穂市子どもの読書活動推進会議委員の委嘱について  

瑞穂市子どもの読書活動推進会議委員に別紙の者を委嘱したいので、瑞穂市

教育委員会事務委任規則（平成１５年瑞穂市教育委員会規則第６号）第１条第

１１号の規定により、瑞穂市教育委員会の議決を求める。  

  令和３年４月２７日提出  

               瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

提案理由  

 委員が欠けたため、瑞穂市附属機関設置条例（平成２０年瑞穂市条例第３０

号）第４条第２項の規定により、瑞穂市子どもの読書活動推進会議委員を委嘱

するもの。  



氏　　名 所　　　属 年数 任期 備考

1 辻　正益 瑞穂市PTA連合会 1 R2.4.1～R3.10.31
幼稚園又は小中学校の保護者を代表するもの（市PTA連合会長）継
続

2 辻　治彦 西小学校 1 R2.4.1～R3.10.31
幼稚園又は小中学校を代表するもの（園長・校長会　子どもの読書活
動推進会議担当）継続

3 谷藤　直美 牛牧第一保育所 1 R2.4.1～R3.10.31
瑞穂市立保育所長を代表する者
（保育所長）継続

4 小森　保直 社会教育委員の会 2 H31.4.1～R3.10.31
識見を有する者
（社会教育委員長）継続

5 本間　友理
保育所保護者会（牛牧第一保育
所）

新 R3.4.1～R3.10.31
教育委員会が適当と認める者
（保育所保護者を代表する者）新規

6 船戸　菜摘 西小学校 1 R2.4.1～R3.10.31
教育委員会が適当と認める者
（子どもの読書推進会議担当校長が在籍する学校の司書教諭）継続

7 髙田　敏朗 瑞穂市図書館 5 H30.11.1～R3.10.31
関係団体の代表者
（図書館長）継続

8 宇野　睦子 瑞穂市読書ｻｰｸﾙ協議会 5 H30.11.1～R3.10.31
関係団体の代表者
（読書関係団体）継続

9 髙橋　由夏
子どもの本を読む会
（かんがるう）

9 H30.11.1～R3.10.31
関係団体の代表者
（読み聞かせ関係団体）継続

10 佐藤　彰道 健康福祉部　健康推進課 新 R3.4.1～R3.10.31
行政関係者
（健康推進課長）新規

11 藤本　桂子 本田小読み聞かせボランティア 9 H30.11.1～R3.10.31
教育委員会が適当と認める者
（公募による市民）継続

12 瀬上　　涼 NPO法人キッズスクエア 9 H30.11.1～R3.10.31
教育委員会が適当と認める者
（公募による市民）継続

令和３年度　瑞穂市子どもの読書活動推進会議委員



議案第２３号  

瑞穂市民センター屋根他改修工事の計画について  

瑞穂市民センター屋根他改修工事の計画について、瑞穂市教育委員会事務委

任規則（平成１５年瑞穂市教育委員会規則第６号）第１条第９号の規定により、

瑞穂市教育委員会の議決を求める。  

記  

１ 工 事 名 瑞穂市民センター屋根他改修工事  

２ 実施期間 令和３年７月から令和３年１２月（予定）  

３ 契約方法 一般競争入札（予定）  

４ 工事場所 瑞穂市別府１３００番地３  

５ 工事概要 瑞穂市民センターの屋上防水・塗装、排水樋を改修する。  

       〇防水工事延べ面積 １ ,４１４．５平方メートル  

       〇塗装工事延べ面積 ６５９平方メートル  

       〇排水樋改修工事総延長距離 １３４．３メートル  

６ 予 算 額 ５５，５９９千円  

  令和３年４月２７日提出  

               瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

提案理由  

 老朽化により、瑞穂市民センターの屋上防水、排水樋を改修するもの。  









議案第２４号  

瑞穂市巣南公民館外壁改修工事の計画について  

瑞穂市巣南公民館外壁改修工事の計画について、瑞穂市教育委員会事務委任

規則（平成１５年瑞穂市教育委員会規則第６号）第１条第９号の規定により、

瑞穂市教育委員会の議決を求める。  

記  

１ 工 事 名 瑞穂市巣南公民館外壁改修工事  

２ 実施期間 令和３年７月から令和３年９月（予定）  

３ 契約方法 一般競争入札（予定）  

４ 工事場所 瑞穂市宮田３００番地１  

５ 工事概要 瑞穂市巣南公民館の外壁防水塗装工事  

       〇壁面延べ面積 １，５５３．９平方メートル  

６ 予 算 額 ２０，３８３千円  

  令和３年４月２７日提出  

               瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

提案理由  

 老朽化により、瑞穂市巣南公民館の外壁を改修するもの。  






